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まちづくりの重点戦略 
 

  



 まちづくり重点戦略  

 

基本構想において、まちの活性化や地域コミュニティの維持など本市にとって大きな課題であ

る人口問題の解決、そして、将来都市像を実現するために、まちづくりの重点方針『３プラス１』

を位置づけています。 

 

方針 １ 魅力的な暮らしを創造する  

  ～ だれもが魅力を感じ、暮らしていくきっかけづくりのために ～ 

方針 ２ 快適な暮らしを実感する 

  ～ だれもが快適に暮らし、安心して子どもを育んでいくために ～ 

方針 ３ 元気な暮らしを応援する 

  ～ 高齢になっても、元気に暮らし続けられるために ～ 

方針 プラス１ 協働の夢づくり 

  ～ 地域のつながりで、夢のあるまちづくり ～ 

 

本章では、まちづくりの重点方針『３プラス１』を受け、瑞浪に集う誰もが住みやすく、瑞浪を

知る誰もが瑞浪に住みたいと感じ、瑞浪に暮らす誰もが住み続けたいと思えるように、９つのま

ちづくり重点戦略を掲げるとともに、目標を達成するために、５カ年以内に率先して行っていく

具体的な事業として 31のリーディング事業を位置づけ、今後、積極的に施策を展開していきます。 

 

表 関連するまちづくり分野とまちづくりの重点戦略の対応 

重点方針 重点戦略 

主に関連するまちづくり分野 

１
．
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福
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活
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新
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魅力的な暮らし

を創造する 

1 暮らし始めるなら瑞浪で       

2 子どもを産み育てるなら瑞浪で       

3 やりがいをもって働くなら瑞浪で       

快適な暮らしを 

実感する 

4 満ち足りた暮らしをするなら瑞浪で       

5 安心して暮らすなら瑞浪で       

元気な暮らしを 

応援する 

6 生きがいをもって暮らすなら瑞浪で       

7 気軽に出かけられる暮らしをするなら瑞浪で       

協働の夢づくり 
8 まちの魅力は“協働のまちづくり”       

9 誰もがいきいき、まちづくりのまち       

  



後期基本計画 ３プラス１ リーディング事業 

１ 魅力的な暮らしを創造する 
～ だれもが魅力を感じ、暮らしていただくきっかけづくりのために ～ 

 

【重点戦略の狙い】 

全国的に人口減少、少子高齢化が進む中、本市の魅力や素晴らしさを知ってもらい、このまち

で暮らしたい・このまちへ移りたい・このまちで働きたいと感じられるまちを目指します。 

 

 

【重点的戦略】 

◇『暮らし始めるなら瑞浪で』と思われるような、移住・定住を支援する制度づくり 

地域の魅力の創造・発信を図るとともに、このまちで新たな生活をスタートするための支

援を充実させ、生活の場として選ばれるまちを目指します。 

 

 

◇『子どもを産み育てるなら瑞浪で』と思われるような、多様で充実した子育て支援施

策と、安心して子育てできる環境づくり 

次代を担う人材を確保、育成していくため、子育て支援施策の一層の充実を図り、子ども

を安心して産み、育てられる環境づくりに取り組みます。 

 

 

◇『やりがいをもって働くなら瑞浪で』と思われるような、地場産業等の活性化、新規

事業創出、農業の６次産業化などバランスの取れた産業振興 

持続的な市政の発展を目指すために、地場産業の活性化を図るとともに、新規事業の創出、

企業の誘致や農林業・畜産業の再活性化などにより、バランスの取れた産業振興を図ります。 

 

 

【リーディング事業】 
  担当課 関連頁 

暮らし始めるなら瑞浪で 

 ①空き家・空き地

バンク事業 

売却・賃貸を希望する住宅及び土地を登録し、市のホームページ

で紹介することにより、空き家等の有効活用を促進するとともに、移

住定住を促進します。 

市 民 協

働課 
３－３ 

②移住定住情報発

信事業 

本市の魅力や移住定住に係る支援制度などを市内外に効果的に

発信し、移住定住を推進します。 
市 民 協

働課 
３－３ 

③移住定住促進奨

励金交付事業 

移住定住の人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを

実現するため、定住を目的に瑞浪市内の住宅を取得した者に対し

て移住定住促進奨励金を交付します。 

市 民 協

働課 
３－３ 

④三世代同居・近

居世帯定住奨励

金交付事業 

三世代の同居・近居を促進することで、子育て支援や家庭教育の

充実、高齢者の安全で安心できる生活確保、地域文化の伝承等の

家庭機能の強化を図り、もって移住定住人口の増加を目指します。 

市 民 協

働課 
３－３ 

⑤若者世帯民間賃

貸住宅入居奨励

金交付事業 

若者世帯の民間賃貸住宅への入居を促進することにより、市外から

若年人口の誘導を図るとともに市内の新婚世帯の転出を抑制し、移

住定住人口の増加を目指します。 

市 民 協

働課 
３－３ 



  担当課 関連頁 

⑥瑞浪駅周辺再開

発事業 

瑞浪駅周辺の再開発について、基本構想の策定に着手します。 都 市 計

画課 
３－３ 

⑦シティープロモ

ーション事業 

本市の魅力を市内外に効果的・戦略的に発信し、地方創生に繋げ

ていきます。 
企 画 政

策課 
６－２ 

子どもを産み育てるなら瑞浪で 

 ⑧福祉医療費助成

事業 

義務教育修了年度末までの子ども等の医療費を無償化する事業を

継続します。 
保 険 年

金課 
１－３ 

⑨給食主食費無料

事業 

市立幼児園、私立保育園、私立幼稚園の３歳以上の園児に係る

主食費（米・パン）を無料化します。 

社 会 福

祉課 
１－３ 

⑩一時預かり事業 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭

での保育が困難となる場合などに対応するために、保育所などにお

いて児童を一時的に預かります。 

社 会 福

祉課 
１－３ 

⑪子育て短期支援

事業 

保護者の疾病や仕事等により、家庭において養育を受けることが一

時的に困難となった児童について必要な保護を行います。 

社 会 福

祉課 
１－３ 

やりがいをもって働くなら瑞浪で 

 ⑫企業立地促進事

業 

新たな工場用地の立地を目指すとともに、民間の工場跡地や閉

校となった学校用地などを事業用地として活用し、雇用機会の

創出を図ります。 

商工課 ４－４ 

 ⑬市内就職促進事

業 

本市で就職を希望する高校生、保護者及び教員を対象に、市内企

業の魅力を合同企業説明会や企業ガイドブックなどで発信し、地元

での就職促進や職場定着に向けた支援を行います。 

商工課 ２－６ 

 ⑭創業支援事業計

画推進事業 

起業する意欲のある方に、経営ノウハウの取得と事業費の補助支

援、さらに経営指導までをパッケージで行います。 
商工課 ４－３ 

 ⑮生産農家育成事

業 

農産物等直売所(きなぁた瑞浪)へ野菜等を出荷する農家を増加さ

せるため、パイプハウス等の建設や関係機器に補助します。 
農林課 ４－１ 

 ⑯農産物等直売所

規模拡大整備事

業 

農産物等直売所の周辺一帯を多くの人が訪れる観光拠点化を

目指し、瑞浪ボーノポークを使用したハムなどの加工施設整

備、直売所加工設備の強化を行います。 

農林課 ４－１ 

 

 

【目標指標】 

 H30  H35 

１．子どもを産み育てやすいまちだと感じる市民の割合 66.6％ ⇒ 70.0％ 

２．働きやすいまちだと感じる市民の割合 40.1％ ⇒ 41.0％ 
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２ 快適な暮らしを実感する 

～ だれもが快適に暮らし、安心して子どもを育んでいくために ～ 

 

【重点戦略の狙い】 

このまちで新たな生活をスタートし、また、このまちに魅力を感じて移り住んだとしても、住

んでいる環境など身近なところに不安や不満があると、住み続けたいまちとはなりません。この

まちで住み続けていくためにも、快適なこのまちで暮らし続けたい・安心できるこのまちで子ど

もを育てていきたいと感じられるまちを目指します。 

 

【重点的戦略】 

◇『満ち足りた暮らしをするなら瑞浪で』と思われるような、地域の特色を活かした住

環境の整備と生涯学習環境の充実 

ゆとりある暮らしを支える生活基盤として、自然環境と調和した地域の特色を活かした住

環境を整備するとともに、市民が誇りをもち、良質な暮らしをしていくために、地域に根ざ

した歴史や文化が感じられるようなまちなみを保全していきます。 

また、子どもたちの学習環境の充実に取り組むとともに、ライフステージに合わせた多様

な学ぶ機会の創出を図ります。 

 

◇『安心して暮らすなら瑞浪で』と思われるような、充実した地域コミュニティとの協

働による防災・減災体制づくりと防犯対策の強化 

大規模災害に対する防災･減災対策で最も重要なことは、市民の防災意識を高め、日頃の備

えを万全にし、災害発生時に的確な行動ができるようにすることです。そのために、橋梁や

上下水道施設などのライフラインの耐震強化を図るとともに、市民が参画する避難計画づく

りや避難訓練などにより、市民の防災意識の向上を促します。 

また、市民一人ひとりが防犯意識をもつことで、犯罪の少ない安全で住みよい地域社会づ

くりに取り組みます。 

 

 

  



【リーディング事業】 
  担当課 関連頁 

満ち足りた暮らしをするなら瑞浪で 

 ①景観形成事業 景観計画に基づき、良好な景観の形成と保全に努めま

す。 
都市計画課 ３－１ 

②橋梁長寿命化修繕

事業 

「瑞浪市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、市の管理

する橋梁に対して長寿命化・耐震化対策を行います。 
土木課 ３－１ 

③学校ＩＣＴ活用推

進事業 

タブレット PC などの ICT 機器を効果的に活用した

授業改善に努めます。 
学校教育課 ５－１ 

④メールマガジン配

信サービス事業 

子育て情報、観光・イベント情報、図書館・博物館情

報、スポーツ・生涯学習情報など、暮らしに直接結び

つく情報をメニュー別にメールで配信します。 

各担当課 ６－２ 

安心して暮らすなら瑞浪で 

 ⑤防災情報発信事業 避難情報や地震に関する情報、不審者情報などを迅速

かつ正確に提供するため、情報発信・情報伝達の強化

及び絆メールの登録を推進します。 

生活安全課 ２－４ 

⑥地域防災リーダー

育成支援事業 

地域防災力向上のため、防災リーダー・防災士の育成

を図ります。 
生活安全課 ２－４ 

⑦消防団員入団促進

事業 

消防団活動に協力していただける事業所等に対して、

消防団協力事業所表示証を交付し、消防団及び消防団

活動の活性化を図ります。 

消防本部 ２－４ 

 

 

 

 

【目標指標】 

 H30  H35 

１．自分のまちに誇りのもてる、魅力あるまちなみだと感じる市民

の割合 
43.7％ ⇒ 50.0％ 

２．防災対策等が整い、安心で快適な住環境で暮らしていると感じ

る市民の割合 
55.7％ ⇒ 60.0％ 
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３ 元気な暮らしを応援する 
～ 高齢になっても、元気に暮らし続けられるために ～ 

 

【重点戦略の狙い】 

住み慣れた地域で、元気で暮らし続けられることは、高齢者をはじめ、市民にとって何よりも

大切なことだと考えます。そのためにも、高齢者をはじめ多くの市民が市民同士の交流を深め、

いきがいをもって健康で元気に暮らしていけるまちを目指します。 

 

【重点的戦略】 

◇『生きがいをもって暮らすなら瑞浪で』と思われるような、高齢者などの暮らしの相

談体制の充実や権利擁護、生活環境改善、介護予防など支援の継続 

高齢化が進む中、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯の増加、介護給付費や医療給付費の

増加など、多くの課題が浮き彫りになっています。これらの課題に対し、高齢者が可能な限

り住み慣れた地域で継続して生活ができるよう介護、予防、医療、生活支援といったサービ

スを一体的に提供できる体制を構築します。 

 

◇『気軽に出かけられる暮らしをするなら瑞浪で』と思われるような、持続可能な公共

交通システムの確立や移動しやすいまちの整備 

高齢化の急速な進行に対応するため、また市民の交流活動を支えるために、生活交通を維

持・確保し、持続可能な公共交通システムの構築を図ることで、気軽に出かけられる環境を

整備し、人との交流を深め充実した生活が送れる社会を構築します。 

また、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが利用しやすい、移動しやすいまちとなる

ように、道路環境や公共施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザインの導入を進めます。 

 

  



【リーディング事業】 
  担当課 関連頁 

生きがいをもって暮らすなら瑞浪で 

 ①地域ケア会議開催事

業 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、

保健、医療、福祉、介護をはじめとする関係機関及

び地域が連携協力し、地域包括ケアシステムを構築

します。 

地域包括支

援センター 

高齢福祉課 

１－５ 

②介護予防事業 シニア世代を対象に、介護予防のための様々なメニ

ューを検討し、講習会等を開催します。 

地域包括支

援センター 
１－５ 

気軽に出かけられる暮らしをするなら瑞浪で 

 ③コミュニティバス運

行事業 

持続可能で利用しやすいコミュニティバスの運行を

行います。 
商工課 ２－３ 

 ④デマンド型交通運行

事業 
利用者のニーズに応じたデマンド型の交通を運行し

ます。 
商工課 ２－３ 

 ⑤ユニバーサルデザイ

ンの導入推進 
ユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづく

りを推進ます。 
各担当課 

１－４ 

１－５ 

 

 

 

【目標指標】 

 H30  H35 

１．高齢者が地域で元気に暮らせるまちだと感じる市民の割合 63.3％ ⇒ 70.0％ 

２．利用しやすい公共交通が整っているまちだと感じる市民の割合 33.4％ ⇒ 47.0％ 
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プラス１ 協働の夢づくり 
～ 地域のつながりで、夢のあるまちづくり ～ 

 

【重点戦略の狙い】 

市民の誰もが「私たちのまちを良くしたい」という気持ちをもっています。その思いを大切に

して、地域のつながりや良好な人間関係により、各世代の人々が刺激を受け合いながら、夢のあ

るまちづくりを実践することで、これからも暮らし続けたいと思えるまちを目指します。 

 

【重点的戦略】 

◇『まちの魅力は“協働のまちづくり”』を目指して、まちづくり基本条例の制定 

地方分権型社会の進展に伴い、地域のことは地域で考え、自ら解決するという自主・自律

のまちづくりを行うためには、まちづくりの主役である市民が、まちづくりに対する関心や

意識を強くもてる環境をつくることが大切です。 

このため、市内８地区のまちづくり推進組織やＮＰＯ等の市民団体、企業、行政が、協働

のまちづくりについてのあるべき姿や、協働で行うことができるまちづくりの取組みをみん

なで考え、“協働のまちづくり”をさらに推進できるように、まちづくり基本条例に基づく取

組みを進めます。 

 

◇『“誰もがいきいきまちづくり”のまち』を目指して、まちづくり活動の支援体制の充

実 

少子高齢化や人口減少社会の到来により、地域の抱える課題は多岐にわたり、協働による

まちづくりの重要度も高くなってきています。 

このため、「夢づくり地域交付金制度」や「夢づくり地域活動支援室設置による支援制度」

を基本に、まちづくり活動にかかる資金問題や人材育成などの負担を軽減するとともに、若

者から高齢者まで誰もが、行政と連携しながら地域づくりに参加できる環境の整備に取り組

みます。 

 

 

  



【リーディング事業】 
  担当課 関連頁 

まちの魅力は“協働のまちづくり” 

 ①まちづくり基本条

例関連事業 

条例に基づく取組み推進方針の運用状況検証や意見交換

を行い、まちづくり意識の向上を図ります。 
市民協働

課 
６－１ 

誰もがいきいき、まちづくりのまち 

 ②まちづくり活動支

援事業 

集落支援員制度による人的支援やまちづくり連絡会への

財政支援のほか、各種研修会等を開催します。また、夢

サポの広場において、まちづくり活動や市民活動の情報

発信を行います。 

市民協働

課 
６－１ 

③夢づくり地域交付

金事業 

市内８地区のまちづくり推進組織に対し、夢づくり地域

交付金を交付し、各地域が主体となった地域の課題解消

への取り組みを支援します。 

市民協働

課 
６－１ 

④夢づくり市民活動

補助事業 

ＮＰＯや各種団体の行う公益的な活動を支援します。 市民協働

課 
６－１ 

⑤地域懇談会・市民ア

ンケート実施事業 

市民の意見や要望、評価を把握するために、各地域や各

種団体との懇談会や市民アンケートを、毎年、継続して

実施します。 

企画政策

課 
６－２ 

 

 

 

 

【目標指標】 

 H30  H35 

１．地域活動やボランティア、ＮＰＯ活動に参加している市民の割

合 
23.8％ ⇒ 30.0％ 

２．地域での交流や活動が活発に行われていると思う市民の割合 55.5％ ⇒ 63.0％ 

 



後期基本計画 計画の実現に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の実現に向けて 
  



１ 目標指標等の設定  
第６次瑞浪市総合計画を円滑に進めていくために、各項目において、できる限りわかりやすく、

かつ、把握しやすい目標指標を設定しました。 

目標指標は、住民アンケートの調査結果から測定される指標や事業の実施などによって実現ある

いは達成を目指すものとしています。 

本計画の計画期間中は、進行管理の手段として、市民の満足度を測る住民意向調査を定期的に実

施していきます。 

 

２ 計画の進行管理  
施策の実施に際しては、施策の実現の手段である事務事業を推進するため３カ年の事業について

位置づける実施計画を策定します。実施計画は、毎年見直しを行うとともに、施策の方向性につい

ても本計画期間の中間年において見直しを行います。 

計画の進行管理には、 

計 画（Ｐlan）  総合計画 

実 行（Ｄo）   事業の実施 

評 価（Ｃheck）  事業の評価 

見直し（Ａction） 計画の見直し 

の４つのステップで、事業の進捗管理を行う PDCA サイクルを構築し、行政資源の効果的な配分を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 
施策の体系化と目標の
設定、事務事業の実施

計画 

評価（Check） 

行政評価 
（内部評価・外部評価） 

第６次 

瑞浪市総合計画 

見直し（Action） 

事務事業の改善 
計画の見直し 

実行（Do） 
事務事業の実施・ 

進行管理 

施策・事務事業の
体系化 

成果指標・活動指標
による点検・評価 

事務事業の実施 

財政計画など
との連動 



後期基本計画 計画の実現に向けて 

３ 財政推計  
後期基本計画期間（平成 31年度～平成 35年度）の財政推計については、現行の制度を前提とし

ながら、人口減少や少子高齢化の進行など、市を取り巻く環境が大きく変化している状況を考慮し

て推計しました。［趨勢人口（平成 35年の人口を 35,900人と想定）をベースに推計］ 

歳入においては、生産年齢人口の減少により特に市民税の減少が見込まれることから、市税全体

としても減少すると予測しています。また、地方交付税や各種交付金はほぼ横ばいで推移すると予

測しています。市債については、交付税措置に配意して適債事業を選定し、特定財源の確保や基金

の活用などにより新規発行額が過大とならないよう抑制に努めています。 

歳出においては、人件費や物件費など経常的な経費の上昇を抑える一方、高齢者人口の増加によ

り、後期高齢者医療事業特別会計や介護保険事業特別会計への繰出金などが増加すると予測してい

ます。公共施設等の老朽化対策などの投資的経費や、人口減少問題に取り組むための経費について

は、様々な財政需要が想定される中、後期基本計画期間内ではやや減少傾向となっていますが、一

定額を確保できる見込みとなっています。 

 

歳入                                  （単位：億円） 

 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

市 税 51 51 50 50 50 

地方交付税等 41 42 42 42 42 

国・県支出金 34 34 34 29 29 

繰 入 金 3 5 3 3 3 

市 債 20 18 14 14 13 

そ の 他 17 19 19 13 14 

合 計 166 169 162 151 151 

歳出                                 （単位：億円） 

 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

人 件 費 29 29 29 29 29 

物 件 費 29 29 29 29 29 

投 資 的 経 費 25 31 21 16 16 

公 債 費 16 16 17 18 18 

繰 出 金 13 13 14 14 14 

そ の 他 45 46 48 41 41 

合 計 157 164 158 147 147 

収支                                 （単位：億円） 

歳 入 － 歳 出 9 5 4 4 4 

 


